
中央地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 名   称 中央地区ささえ愛協議会 

 設置年月日 令和４年８月３日 開催頻度 ６回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 ○ 自 治 会 連 合 会 ○ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ◎ 地区社会福祉協議会 

 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会  健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター  

 
○ 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ○ その他（体育協会） 

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（         ）  地域ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 
平成３０年 ～ 

地域ケア会議（メンバー：地区社協，自治会連合会，まち協，民児協，福祉協力員連絡会，市社協，包括等 ） 

 → 地域包括ケアシステムや第２層協議体の取組等について共通理解を図った。 

 
平成３１年３月 

合同研修会（参加者：自治会長，民生委員，福祉協力員等） 

 → 地域包括ケアシステムについて共通認識を図った。 

 

令和元年 ５月 

地域ケア会議（メンバー：地区社協，自治会連合会，まち協，民児協，福祉協力員連絡会，市社協，包括等） 

 → 第２層協議体設置に向けた方針等，コアメンバーにて打合せを行い整理する

ことについて合意形成 

 
    １１月 

コアメンバー会議（メンバー：地区社協，自治会連合会，まち協，民児協，市社協，包括等）

 → 第２層協議体設置に向けた今後の工程等について，共通認識を図った。 

 

１２月 

コアメンバー会議（メンバー：地区社協，自治会連合会，まち協，民児協，市社協，包括等）

 → 協議体設置に向けた勉強会開催や，他地区の取組事例を踏まえた中央地区に

おける今後の取組の方向性について検討 

 
 令和４年 ６月 

地域ケア会議（メンバー：地区社協，自治会連合会，まち協，民児協，市社協，包括等 ）

 → 取組の創出に向けた検討組織の設置に合わせ提案することについて合意形成 

 
８月 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ 敬老会対象者に実施した，日常生活における困り事に関する

アンケート調査結果の情報共有 

 支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）
・ アンケート調査結果を踏まえた取組の検討 

  

 

 

 

 

 



Ⅱ 取組事例 

 【敬老会参加者を対象としたアンケート調査の結果を踏まえた取組の検討】�

� 【高齢者の困り事に関するアンケート調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果（検討中の場合は，期待する効果） 

・ アンケート結果を踏まえて意見交換することにより，中央地区における地域課題や今後の協議体の

取組について検討することができた。 

 

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

・ 各地域団体間での情報共有及びアンケート調査結果の共有を行ったことにより，地域の困りごと等につい

て把握することができ，困り事解決に向けた取組について意見交換することができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

・ アンケート調査結果を踏まえた具体的な取組の検討・実施 

 

◆ 対 象：敬老会対象者 

◆ 方 法：敬老会のはがきにアンケートを掲載し郵送（記名式） 

◆ 目 的：日常生活上の困り事について把握するもの 

◆ 結 果：  

・ 回答数１２７名 

・ 回答者のうち，約４割が「困り事がある」と回答 

・ 困っていると回答した方が多かったのは，以下の項目のとおり

となった。 

 「電球の交換」，「銀行・病院に行く（送迎）」，「買い物代行」， 

「日常の清掃」，「話し相手」 

 

 

◆調査結果を踏まえた取組の検討 

 ・ 定期的に困り事を把握するための窓口の設置 

 ・ ちょっとした困りごとに対応するための生活支援システム 

 ・ 買い物難民に向けた移動販売車の活用         等 



中央地区地域包括ケアシステム第２層協議体 

中央地区ささえ愛協議会会則 
（⽬的） 
第１条 中央地区において、 齢者をとりまく課題を把握し、地域住 の で解決できるこ

とを検討することにより、⾼齢者の⽣活⽀援・介護予防の充実や社会参加を推進す
るための体制整備を図ることを⽬的とする。 

 
（名称） 
第２条 中央地区地域包括システム第２層協議体の名称を「中央地区ささえ愛協議会」とす

る。（以下本協議会という） 
 
（事務所） 
第３条 本協議会事務所を、中央地域コミュニティセンター内に置くものとする。 
 
（組織） 
第４条 本協議会は、設⽴の趣旨、⽬的に賛同する地域活動団体等および個⼈により組織す

るものとし、設⽴時における団体等は、別表第１のとおりとする。 
 
（事業） 
第５条 本協議会は、次に掲げる事業を⾏うものとする。 

（１） 地域の情報収集と共有化の推進 
（２） 各⾃治会における⾒守り等の仕組みづくり、⼈材発掘の推進 
（３） 地域課題やニーズ把握のための調査、アンケート等の実施 
（４） ⼀⼈暮らし⾼齢者⽀援に係る意識啓発、⾼揚のための研修会等の実施 
（５） その他本協議会の⽬的達成のために必要な事業 

 
（会議） 
第６条 本協議会の会議は、全構成団体等の出席による合議制とする。 
２ 会議は、定例会及び臨時会とし、会 が招集する。 
３ 定例会は、次の事項を審議する。 

（１） 事業計画案、予算案 
（２） 事業報告、予算報告 
（３） 役員の選任 
（４） その他協議会の運営に関する重要な事項 

 



 
（役員） 
第７条 本協議会に次の役員を置くものとする。 

（１） 会 （中央地区社会福祉協議会会 をもって充てる） 
（２） 副会 （中央地区社会福祉協議会副会 をもって充てる） 
（３） 事務局  
（４） 会計 
（５） 監事（中央地区社会福祉協議会監事をもって充てる） 

２ 役員の任期は、所属団体の任期とする。 
 
（会計年度） 
第８条 本協議会の会計年度は、４⽉１⽇から翌年３⽉３１⽇までとする。 
 
（補則） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は会議において定め

るものとする。 
 
付 則 
この会則は、令和４年８⽉３⽇から施⾏する。 
 
 
 
（別表第１） 

中央地区連合⾃治会 
中央地域まちづくり推進協議会 
中央地区社会福祉協議会 
中央地区  委員・児童委員協議会 
中央地区福祉協⼒員連絡会 
地域包括⽀援センター御本丸             


